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論 説

「インターネットに国境はない」
オンライン知的財産権侵害事件で Google に対する

下級審の世界的差止命令をカナダ最高裁判所が支持
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カナダ最高裁による最近の判決Google v Equustek, 
2017 SCC 34 は，カナダの裁判所が知的財産権
侵害に対して，実際的かつ効果的な救済を積極的
に提供していることを強調するものである。した
がって世界各国の実務者も，カナダにおいて侵害
が発生した場合，カナダの裁判所からいかにして
助力を得ることができるか検討することをお勧め
する。当該Google 事件判決でカナダ最高裁は，
非当事者であるサーチエンジン（Google）に，侵
害者である会社に導く検索結果の提供を，国境を
問わず禁止する下級審の判決を支持した。以下は
カナダ最高裁の説示である。

“The internet has no borders － its natural 
habitat is global. The only way to ensure 
that the interlocutory injunction attained its 
objective was to have it apply where Google 
operates － globally.（インターネットに国境は
なく，世界中に所在するものである。当該中間
的差止命令を確実にその目的を達成するには，
Google が事業を行う場所，つまり全世界を対
象とする以外方法はなかった。）”

Ａ．知的財産権侵害は世界的な影響を及ぼす

世界的な規模で相互に関連する経済社会のもと
で，自身が所有する権利をいかに効果的に実施す
るかは，近年知的財産権所有者が深刻に懸念する
問題である。特にインターネット上での知的財産
権侵害は，即座に世界中に広がる。以下の 3 点は，
インターネット上で発生した権利侵害に対して権
利行使を試みる際，権利所有者が直面する主な障

害である。

１．インターネットの匿名性のため，オンライ
ンでの権利侵害は責任者の識別が難しい場
合がある。

２．オンライン権利侵害は世界規模で広がるが，
知的財産権の執行に関する裁判所の管轄権
は，一般的に国内に制限されている。

３．一件の侵害が解決しても，それが別のウェ
ブサイトに再度出現する可能性もあるた
め，救済の効果は必ずしも永久的ではない。

今回のGoogle 事件判決は，状況に応じてカナ
ダの裁判所が，このような障害を克服する措置を
希望し，またそうする権限を有することを認める
判決である。これを実現するため，カナダの裁判
所は，広範囲に及ぶ衡平法上の権限を適用し，裁
判所が正当とみなす限り必要とされる命令を発す
る。このような命令には，不正を働いていない第
三者を拘束するものもあり，その効力は世界に及
ぶ。したがってこの Google 事件判決は，カナダ
だけでなく世界中の知的財産権所有者にとって，
重要な意味をもつとする見方が強い。
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Ｂ．世界規模の侵害には世界規模の救済が
必要

世界知的所有権機関はインターネットを，世界
的に最も急速に拡大している世界的な模倣品流通
フォーラムであると見ている 1）。OECDによると，
2007 年の模倣および偽造製品の流通額は 2,500
億米ドルと推定されていたが 2），2013 年にはお
よそ 4610 億米ドルにまで増加した 3）。国際商業
会議所は，この額は 2022 年までには 9,910 億米
ドルにまで及ぶと推測している 4）。したがって知
的財産権所有者は，自分の知的財産権を保護する
ために，効果的な戦略を展開することが必須であ
る。

上述のとおり，インターネットには国境がなく，
知的財産権侵害行為の温床となっているため，イ
ンターネット上の侵害に係る訴訟には困難が伴う
ことがある。知的財産権所有者が自分の権利を実
施しようとしても，ひとつの侵害サイトが閉鎖さ
れたほぼ直後に別のサイトが立ち上がる，いわゆ
る「もぐらたたき」現象に悩まされることが多い。

このような実状から，知的財産権を効果的に
実施するためには，侵害が起こっているところ
のサービス・プロバイダーに対する申立てなど訴
訟以外の方法を戦略とする傾向が強い。このよう
な方法は効力に制限はあるものの，訴訟に比べて
迅速かつ低コストであり，電子商取引プラット
フォーム（アマゾン，アリババ），ソーシャルメディ
ア（Facebook, Twitter），インターネット・イン
フラストラクチャ・プロバイダー（ウェブサイト
ホストやドメイン名登録業者など），オンライン
検索エンジン（Google など），ほとんど全てのイ
ンターネット・サービス・プロバイダーに対して
提起できる。このことから，近年ではインターネッ
ト・サービス・プロバイダーの大多数が，第三者
責任を回避するため，知的財産権侵害申立に対応
する社内方針を確立している。

しかし，このようなインターネット・サービス・
プロバイダーの社内方針は，必ずしも効果的とは
言えない。以下は，その例である。

１．的確な申立を提起するには，特定の要件が
課される。

２．知的財産権所有者の登録権利が帰属する管
轄に，効力が限定されている。

３．救済の対象となる侵害の種類に制限があ
る。

４．常習的な侵害に対して自動的に適用される
救済策がない。

５．侵害者が誰であるかを公表しない。

上記の要因には，今回の Google 事件判決に該
当するものもある。Google 社の方針では，問題
となっている侵害サイトを同社のカナダ検索ペー
ジ“google.ca”から削除するだけであった。しか
しこれでは，カナダ以外の世界各国では引き続き
権利を侵害する内容にアクセスでき，カナダ国内
のユーザーでさえ，“google.com”を使えば容易
に同内容にアクセスできてしまう。

社内方針にはこのような制約があるため，知的
財産権所有者は，重要な事件においては侵害を停
止するよう，裁判所に助けを求める以外に方法は
ないであろう。その意味で，裁判所が有する侵害
解決の権限は，インターネット・サービス・プロ
バイダーの社内方針より，はるかに効力が強い。

カナダにおいて裁判所が発令する差止命令は，
侵害に対応するために利用可能な，最も強力で実
効性の高い手段のひとつである。差止命令自体は，
侵害製品の製造，広告，販売など，特定の行為へ
の関与または幇助を停止する命令に過ぎない。し
かしその真の威力は，裁判所が必要かつ合理的な
あらゆる手段をもって，自らが発令した差止命令
が確実に遵守されるべく，衡平法上の包括的権限
を有するという事実にある。これについてカナダ
最高裁は，Google 事件判決で以下のように判示
した。

“The problem in this case is occurring online 
and globally. The internet has no borders － 
its natural habitat is global. The only way to 
ensure that the interlocutory injunction attained 
its objective was to have it apply where Google 
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operates － globally.（本件の問題は，インター
ネット上で，世界中に発生している。インター
ネットに国境はなく，世界中に所在するもの
である。当該中間的差止命令が確実にその目
的を達成するには，Google が事業を行う場所，
つまり全世界を対象とする以外方法はなかっ
た。）”

カナダ最高裁は，Google に対する命令がカナ
ダのみを対象としても，実際に被った被害に対応
しないため，それは偽りの救済であると認めた。

Ｃ．Google v Equustek 事件判決の議論

カナダ最高裁の Google 判決により，カナダの
裁判所は，自ら発令した命令を執行する権限を有
することが強く肯定された。

ⅰ．背景
当該Google 事件は，小規模のテクノロジー

会 社 Equustek の 元 流 通 業 者 で あ る Datalink
が，Equustek の製品を自社のものと称して販
売し始めた事に係るものである。更に Datalink
は，Equustek に帰属する機密情報および企業秘
密を取得し，競合製品のデザインに利用した。
Datalink は当初，Equustek に提起された侵害訴
訟において抗弁していたが，最終的には手続きを
放棄しカナダから撤退した。

それに対して Datalink は，Equustek による侵
害製品の販売を差止める中間的差止命令の発令
を申立てた。ブリティッシュ・コロンビア州地
方審裁判所（trial court）は Datalink に対して中
間的差止命令を発令したが，Datalink は故意に裁
判所の命令に反し，大規模なウェブサイトネット
ワークを通じて侵害製品の販売を継続した。これ
らのウェブサイトは，消費者がオンライン検索
エンジンを使えば容易に検索でき，Google 社の
Google™ は，そのようなオンライン検索エンジン
の中で最も著名なものである。そこで Equustek
は，Google の検索結果から侵害内容を削除する
よう Google 社に協力を求めた。そうすれば，消

費者が Google 上で Equustek の製品を検索した
際，偶発的または意図的に侵害ウェブサイトを見
ることが難しくなると考えたからである。

Google 社は，上記協力の前に裁判所からある
命令を取得することを Equustek に要求した。そ
の命令とは，Datalink がインターネット上で事業
を行うことを一切禁止するというものであった。
その後，Google 社は当該命令の執行に協力し，
google.ca 上のカナダ国内検索データベースから
345 のウェブサイトを削除した。しかし Google
社は，Google グローバル検索データベースから
はこれらのウェブサイトを削除しなかったため，
侵害サイトはカナダ国外のユーザおよび，カナダ
国内でもgoogle.comを使って検索したユーザには
引き続きアクセス可能であった。さらに Datalink
は，当該侵害内容を，自社のウェブサイト内で別
の新しいページに移動させ続けることで，Google
社の行為を妨害した。

Google 社との交渉で侵害問題を解決すること
ができなかった Equustek は，今度は Google 社
に対して世界的に効力をもつ中間的差止命令の申
立を地方裁判所に提起し，Google 社が同社の世
界中のデータベースから Datalink のウェブサイ
トを完全に削除することを要求した。ブリティッ
シュ・コロンビア州地方裁判所は，Datalink によ
る侵害を禁止する原命令の遵守を強制するための
最も現実的な方法であるとして，当該中間的差止
めの発令に合意した。

Google 社に対する上記判決はブリティッシュ・
コロンビア州控訴裁でも支持され，その後，
Google 社はカナダ最高裁へ上告を申立てた。

ⅱ．カナダ最高裁での争点
上告を受理した時点で，カナダ最高裁は以下の

争点を認めていた。

１．情報公開や表現の自由の問題に鑑みて，裁
判所はいかなる状況において，検索エンジ
ンに検索結果をブロックするよう命令を発
することができるか。また，そのような命
令にはどのような（地理的または時間的）
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制限が課されるのか。
２．カナダの裁判所は，カナダ国外の検索結果

をブロックする権限を有するか。
３．申立人は，いかなる不正も働いていないと

推定される非当事者に対して中間的差止命
令を申立てる権利を有するか。その場合，
どのような状況で申立てられるのか。

ⅲ．判決
最高裁による 7 対 2 の多数判決は，中間的差止

命令に関する確立したカナダの法律は当該事件に
も適用されるとする下級審の判決を支持し，いか
なる変更も要求しなかった。カナダにおいて中間
差止命令を取得する際の 3 段階テスト（three-part 
test）は以下の通りである。

１．審理に値する重要な争点があるか。
２．差止命令が発令されない場合，回復不能の

被害があるか。
３．便宜性の均衡（balance of convenience）は，

差止命令の発令または拒否のいずれを支持
するか。

カナダ最高裁は，「差止命令の発令の当否は，
当該事件のあらゆる局面において正当であり，
かつ衡平法に基づいているかどうか（Whether 
granting the injunction would be just and equitable 
in all the circumstances of the case.）」が究極の
問題であると説示した。

最高裁は判決に至る過程で，差止命令による救
済の発令に関して以下のような原理を明確に支持
した。

１．中間的差止命令を発令した地方裁判所の判
決は同裁判所の裁量によるものであり，控
訴裁から高い尊重を受けるに値する。

２．差止命令は衡平法に基づくため，憲法によ
る規制がない限り，衡平法に管轄権をもつ
裁判所は，差止命令を発令する無限の権限
を有する。

３．中間的差止命令の目的は，事件の実態

（merits）が判断される際に効果的な救済
が可能であるよう，訴訟の争点（問題となっ
ている知財の価値など）を「保全」するこ
とにある。

４．中間的差止命令は，審理の完了または事件
の終結まで実効性を有する。

次に最高裁は，上述の 3 段階テストを適用し
た。Google 社は最初の 2 段階の要素（「重要な争
点」および「回復不能の被害」については重点を
置いて論争せず，第三の要素である「便宜性の均
衡」に焦点をおいた。Google 社は，以下に示す 3
つの論点をもって便宜性の均衡に基づき差止命令
を拒否すべきであると訴えたが，いずれも提出さ
れた証拠をもとに棄却された。

ａ．差止命令は非当事者には適用されない
ｂ．差止命令はカナダ国外には適用されない
ｃ．差止命令は，部分的にしか効果をもたらさ

ない場合は，発令されない

この 3 点について最高裁は，以下のように結論
を下した。

ａ．差止命令は非当事者にも適用可能
カナダ最高裁は，MacMillan Bloedel 事件判決

を引用して，差止命令は非当事者に適用されない
という Google の訴えは，これまで長きにわたり
確立された法理に反すると説示した。

“it may be confidently asserted … that both 
English and Canadian authorities support the 
view that non-parties are bound by injunctions.
（英国およびカナダ当局は，非当事者は差止命
令に拘束されるという見解を支持すると（中略）
確信をもって主張できる）”

またカナダ最高裁は，Norwich 命令（非当事者
に対して情報や書類の開示を強制する命令）や
Mareva 差止命令（事実審理前に非当事者に被告
の財産を凍結させる命令）等，カナダにおいて非
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当事者に対して発される命令を多数論議した。同
裁判所はさらに，英国およびウェールズ控訴院に
よるCartier 事件判決と本件との類似点にも言及
した。Cartier 事件判決では，CARTIER ブラン
ドの高級商品の模倣品を販売するウェブサイト
が，連合王国において閲覧できないようブロック
するため，何ら不正を働かなかった 5 の非当事者
に対して差止命令が発令された。

ｂ．差止命令はカナダ国外にも適用可能
カナダ最高裁は，差止めはカナダ国外には適用

されないという Google 社の主張は認められない
と判示した。その理由として，Google 社がブリ
ティッシュ・コロンビア州で事業を行っていると
いう事実は，Google 社に対人（in personnam）お
よび州レベルでの管轄権を確立するに十分である
と立証され，Google 社はこれらの判決に対して
訴えを申立てなかったと，裁判所が一度対人管轄
権を立証すれば，当該裁判所は，その個人の全世
界における行為を禁止する差止命令を発令する権
限を有するという，現在でも有効な判例が多数
あることに言及した。また最高裁は，Datalink は
それまでに下級審が発令した差止命令に違反し続
けており，Google 社が受動的にこの違反行為を
助長しないようにするには，差止命令を全世界を
対象とすることが唯一の現実的な方法であるとし
て，以下のように判示した。

“The internet has no borders - its natural 
habitat is global. The only way to ensure 
that the interlocutory injunction attained its 
objective was to have it apply where Google 
operates - globally.（インターネットに国境は
なく，世界中に所在するものである。当該中間
的差止命令が確実にその目的を達成するには，
Google 社が事業を行う場所，つまり全世界を
対象とする以外方法はなかった。）”

Google 社は，Equustek は各国で個別の命令を
申立てるべきであると主張したが，最高裁は，そ
れでは膨大な費用がかかり，現実的ではないとの

判断を下した。
最高裁はさらに，Google 社がその検索エンジ

ンが操作されている場所から，世界範囲の検索結
果を変更するのは非常に容易であり，本件命令に
よって Google 社が不都合を強いられることはな
く，Google 社も，児童ポルノやヘイトスピーチ
へのリンクの回避などを目的として Google の検
索結果を変更・修正することができ，実際にそう
することも頻繁にあることを認めていたと説示し
た。

最後に，カナダ最高裁判所は，世界的な差止命
令は他国の権限に抵触するため国際礼譲に反する
という主張も却下した。同裁判所はこの主張は理
論的なものに過ぎず，差止命令が他国の法律に反
する証拠はどの国にも提出されていないと判示
し，また，当該命令が表現の自由に重大な危機を
もたらすことは想定できないとして，以下のよう
に説示した。

“We have not, to date, accepted that freedom 
of expression requires the facilitation of the 
unlawful sale of goods.（表現の自由には不法な
商品販売が必要であるという主張は，未だかつ
て受け入れられていない）”

一方で最高裁は，当該命令が表現の自由に関連
する法律など他国の法律に反するという証拠を得
た場合，Google 社は，当該命令の変更を申立て
ることができると承認した。

ｃ．中間的差止命令は効果の実現が目的
カナダ最高裁は，差止命令発令後も侵害サイト

は存在し続けたため，当該差止命令は永久的な解
決策ではないという Google 社の主張を退けた。
その証拠として，Datalink がそれ以前に裁判所が
発令した命令を全て無視していたこと，Equustek
は Datalink の所在地を確認しようと努めたがで
きなかったこと，および，Google 社の検索エン
ジンが潜在的顧客を Datalink のウェブサイトに
直接誘導しなければ，Datalink の事業は成り立た
たないことが挙げられた。最高裁は，この事実は
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Google 社に侵害の責任を直接的には負わせない
が，「Google 社は，想定可能な被害を実際に発生
させるに当たり，決定的な役割を担うことになっ
た（“This makes Google the determinative player 
in allowing the harm to occur.”）」と判示した。し
たがって，差止命令発令後も当該ウェブサイトは
他の検索エンジン（Google よりはるかに小さい
市場占有率ではあるが）を通してアクセス可能で
あったが，当該差止命令は現実的な効果を得るた
めには最も適切な解決策であったとされた。

ⅳ．Google v. Equustek 事件の結論
今回のGoogle 事件判決では，訴訟当事者だけ

でなく，カナダに何らかの関連がある非当事者に
対しても，衡平法に基づきカナダの裁判所は中間
的差止命令を発令する権限を有することを，最高
裁が強力に告知した。加えて非当事者に対する差
止命令は，当該事件のあらゆる状況において正当
かつ衡平である限り，世界各国において実効性を
有する。したがって，カナダの裁判所は他国の命
令を援助する権限を有し，本案事件がカナダに関
連する限り，カナダで法的救済を求めることは世
界の企業にとって有益となり得ることを示してい
る。

Ｄ．カナダの裁判所が発令できる衡平法上
の多様な救済措置

カナダには，今回のGoogle 事件判決の争点と
なった第三者に対する差止命令以外にも，知的財
産権を執行するためにカナダの裁判所が発令でき
る衡平法上の命令がいくつかある。その代表的な
ものに，Norwich 命令，Mareva 差止命令，およ
びAnton Pillar 命令が挙げられ，それぞれを以下
に簡単に説明する。

ⅰ．Norwich 命令
Norwich 命令は，一方の当事者が相手の当事者

を提訴する際に必要な，第三者が所持するあらゆ
る情報または文書の開示を強制する目的で取得さ
れる。Norwich 命令は，オンライン上での知的財

産権実施問題において，判明していない侵害者を
特定するために利用することができる。知的財産
権所有者は，侵害者の身元に関する情報を入手で
きるカナダのインターネット・サービス・プロバ
イダーを探し出し，そのプロバイダーに情報開示
を強制する命令を裁判所に申立てるだけでよい。
以下は，裁判所がNorwich 命令発令の当否を判
断する基準である 5）。

１．侵害者に対する主張が有効，誠実，または
合理的であるという証拠が存在するか

２．情報開示を求められている第三者が，問題
の行為に何らかの形で関与していることが
立証されているか（インターネットホスト
会社，販売プラットフォーム等）

３．第三者は，最も実際的かつ利用可能な情報
源であるか

４．第三者は，情報開示により発生する可能性
がある費用を保障されるか，および

５．法的公正さから見て，情報開示命令の取得
は望ましいか

カナダの裁判所は近年，カナダのインターネッ
ト・サービス・プロバイダーに対してNorwich 命
令を多数発令し，映画を違法ダウンロードして著
作権を侵害した疑いのある何千人もの人物を特定
させた。

ⅱ．Mareva 差止命令
カナダにおいて原告が利用できるもうひとつの

救済法に，Mareva 差止命令がある。これは，権
限を有する裁判所の管轄区に所在する侵害者の財
産凍結を目的とする差止命令であり，原告の潜在
的主張を打破する目的で，財産が審理前に管轄区
から除去される危険が明らかに存在する場合に利
用できる。

財産凍結には，裁判所が，銀行など財産凍結権
力を有する非当事者の協力を必要とする場合が
多い。このような協力は，正当で衡平（just and 
equitable）であると裁判所が判断した場合にのみ，
非当事者に対して命令される。さらにMareva 差
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止命令は，侵害者の財産を管理するカナダ国外所
在の当事者に対しても発令が可能で，侵害者の財
産凍結を強制し，世界的な実効力を与えることが
できる。

ⅲ．Anton Piller 命令
カナダの裁判所が発令でき強い効果を有するも

うひとつの救済法は，Anton Piller 命令である。
この命令は，審理前に物品や文書の差押を許可す
る保全命令の一種であり，その対象にはウェブサ
イト全体の管制も含まれる。Anton Piller 命令は
捜査押収命令に相当するが，警察ではなく原告に
より申立てられる。発令されると，原告は緊急事
態において，疑いのある侵害に関する物品や文書
の捜査および差押えが許可される。Anton Piller
命令は，暫定申請（interlocutory motion）という
方法により，被告に対する事前通告なく取得でき
る。原告は，被告が事件に関連のある物品，文書
その他の証拠を所持しており，また被告が事前に
通告を受けた場合，このような証拠が破棄されて
しまう可能性が現実的に存在するという明確な証
拠を提出しなければならない 6）。

Ｅ．カナダの裁判所は法執行に協力的

カナダの裁判所には，効率的かつ低コストで知
的財産権を主張できる特徴が多数あり，以下はそ
の例である。

ⅰ．広範囲に及ぶ手続き
カナダの裁判手続きは，「申立（application）」

もしくは「訴訟（action）」により提起され，両者
それぞれに長所がある。

１．申立：口頭や書面による証拠開示義務も事
実審理もない，簡素な手続き。申立人は，申立
通知を提出し，請求する措置を明示し，宣誓供
述書の形式で証拠とともに自身の主張を支持し
た後，意見書を提出し，口頭審理に出廷する。
数か月以内に完結する場合が多く，かかる費用
は訴訟に比べはるかに少なくて済む。しかし，

非申立人に証拠を要求することはできず，申立
人は自らの主張を立証しなければならないこと
が主な難点である。申立は，知的財産権所有者
が侵害行為に対する差止命令を求めており，侵
害者が獲得した利益の開示を要求しない場合に
理想的な手続きである。
２． 訴訟：書面および口頭による完全証拠開
示，実存する証人および反対尋問を伴う，裁判
官による完全審理が権利として与えられる，基
本的な手続き。訴訟は，原告が侵害によって受
けた重大な損害の賠償を請求するための情報を
入手したり，侵害範囲を最大限に追及すること
を希望する場合に理想的な手続きである。費用
は必然的に申立より高く，判決を得るのに平均
2～ 3 年を要する。しかし，カナダにおける訴
訟のほとんどは，正式な事実審理に持込まれる
前に解決される。

カナダでは，上述の手続き以外にも，迅速に判
決が得られる複数の簡易手続きが可能である。

１．懈怠判決（Default Judgment）：侵害者が
裁判手続きにおいて抗弁しない場合，知的財産
権所有者は直ちに懈怠判決を申立てることがで
きる。この場合，知的財産権所有者は請求の実
体を確立する証拠文書の提出を要求され，認め
られれば判事が拘束力のある判決を下す。
２．略式判決（Summary Judgment）：侵害者
は抗弁したが，事実が明確で信頼性にも問題が
ない場合，知的財産権所有者は略式判決を申立
てることができる。知的財産権所有者と侵害者
はそれぞれ，自らの最善の主張を書面で提出す
ることが要され，事実問題と法律問題を判断す
るために必要な証拠が全て揃っていると裁判所
が信じる場合，即刻判決が下される。
３．サマリー審理（Summary Trial）：侵害者が
抗弁し，証拠開示の後に何らかの争点はあるが
正式な事実審理の必要性は認められない場合，
裁判所は，宣誓供述書，専門的証拠，および証
拠開示の証言を伴うサマリー審理を許可する場
合がある。サマリー審理が許可されると，証人
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を裁判所に出頭させる必要がなくなり，審理予
定日も大幅に早くなる。

ⅱ．多様な救済措置
上述以外にも，カナダの裁判所では多様な救済

措置が可能である。カナダの裁判所は，被告によ
る行為を禁止または特定の行為を強制する差止命
令を発令する権限を有する。また，損害賠償の命
令，侵害者が得た全利益の監査を随意で命令する
こともできる。さらにカナダの裁判手続きでは，
裁判費用の一部が敗訴側から勝訴側に弁済され
る。

ⅲ．外国裁判所との協力に長い歴史
カナダの裁判所は外国裁判所との協力にも寛容

で，カナダの法律に反しない限り，通常は外国裁
判所の命令を尊重する。したがって，状況に応じ
て，外国裁判所の命令を認容し，その命令がカナ
ダ在住の個人またはカナダ所在の財産に対して執
行されるよう，カナダの裁判所に申立てることが
可能である。

さらにカナダの裁判所は，カナダ在住の個人に
よる証言を，係属中の外国裁判手続に使用する許
可を求める嘱託書（または申請書）を実施する。

ⅳ．一つの裁判所がカナダ全土の知的財産紛争に
対応

最後に，カナダにおける知的財産に関する紛争
は全て，連邦裁判所によって管轄される。したがっ
て，当事者が自分に有利になりそうな裁判所を探
し回る，いわゆるフォーラム・ショッピングの実
質的な危険性はないと言える。

Ｆ．本判決とカナダとの関連

上述の救済法すべてに関して，カナダの裁判所
が自ら発令したり，外国の裁判所による命令を実
現して外国事件に助力するには，それに対応する
権限を必要とする。したがって，カナダ国外の実
務者は，以下に示すように，カナダの管轄権との
関連性を検討することが薦められる。

ａ．問題となる侵害が，カナダで発生している。
ここで言う侵害には，特許，商標，著作，
意匠，トレードシークレットなどのカナダ
の知的財産権を侵害する，何らかの侵害行
為（製造，表示，宣伝広告，販売など）が
含まれる。

ｂ．侵害者が，個人としてカナダの管轄権に従
属する。カナダが当事者に対する管轄権
（カナダでの裁判だけでなく）を確立する
ためには，当該当事者がカナダに「実際的
また本質的な関連」（“real and substantial 
connection”）を有してしていなければな
らない。この要件は，カナダにおける事業
およびカナダ国民には自動的に適用される
が，カナダ国外における事業がこの要件を
満たすことは難しく，カナダとの関連の程
度によって定められる。Google 事件では，
ブリティッシュ・コロンビア州地裁および
控訴裁により，Google 社がカナダ人にサー
ビスを提供し，積極的にその広告サービス
をカナダで販売し，および同社ウェブサイ
トにおいてカナダのユーザーからデータを
収集したという事実は，上述の要件を満た
すのに十分であると判示された。

ｃ．救済を提供できる第三者がカナダの管轄に
従属する。不正を働いておらず，カナダに
所在もしくは居住する第三者が，侵害の停
止，関連情報の提供，もしくは争点となっ
ている財産を管制する権利がある場合，カ
ナダの裁判所は，当該侵害の解消に助力す
るよう，当該第三者に命令することが可能
である。

Ｇ．カナダ国外での実効性

カナダの判決がカナダ国外にも適用される場
合，その実効性が問題となることがある。そのよ
うな場合，外国の裁判所による承認は必要とされ
ず，可能であればカナダの裁判所がその命令を執
行するのが通常である。

上述したとおり，世界中に実効性を有する命令
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は，侵害者や該当する第三者がカナダの法律の管
轄に従属するか，争点となっている侵害がカナダ
で発生している場合に発令される（ウェブサイト
のホストはカナダに存在するが，世界中でアクセ
スが可能な場合など）。この場合，通常，カナダ
の裁判所は他国の裁判所に助力を求めることな
く，命令の遵守を執行できる立場にある。命令を
遵守しない当事者は，裁判所に対する侮辱として
の罰金，財産の差押え，懲役などの罰則の対象と
なり得る。

この問題はGoogle 判決でも浮上し，裁判所の
命令がいかにして執行されるかが議論された。裁
判所は，Google 社は当該裁判所の管轄下にあり，
命令を遵守しない場合は裁判所侮辱で罰則を科し
て Google 社に遵守を強制する権限があると説示
した。

一方でカナダの裁判所は，世界的に実効性を持
つ命令が他国の法律に矛盾し得ることに敏感でも
ある。他国の裁判所が，その管轄下ではカナダの
命令は適用されないと判断した場合，カナダの裁
判所は当事者にカナダ命令の遵守を要求せず，そ
の命令の変更に合意するのが通常である。

今回のGoogle 判決では，まさにこれと同じこ
とが起こった。最高裁で敗訴した後 Google 社は，
同社の地元管轄区である米国カリフォルニア州
連邦地裁に，カナダ裁判所判決からの救済を求め
る訴えを提起した。Google 社は，同社が発行人
ではなく単なるサービス・プロバイダーであるた
め，通信品位法の下で責任を免除されると訴え
た。その結果 2017 年 11 月 2 日，米国の裁判所
は予備差止命令のテストの要件は満たされている
と認め，同事件の米国最終判決が下されるまで，
Google 社をカナダで発令された命令の遵守義務
から解放した。Equustek やその他の参加人が，
Google 社によるこの提起に対して不服を申立て
なかったのは注目に値するであろう。

Google 社がこの予備差止命令に満足するか，
米国裁判所に本件の最終判決を求めるかは不明で
ある。また，他国がカナダで発令された命令の範
囲に反対した場合，（カナダ最高裁が招請したよ
うに）Google 社がブリティッシュ・コロンビア

州地裁に対してその変更を求める訴えを提起する
か否かも，現時点では不明である。

カナダで発令された命令は，カナダの裁判所に
よってその管轄下にある当事者に対して直接執行
され，他国の助力が要求されることは極めて稀で
ある。一方で，他国の裁判所がその管轄でカナダ
の法律の適用に合意しない場合は，カナダの裁判
所はその見解を尊重するのが一般的である。

Ｈ．結語

カナダ最高裁判所によるGoogle 事件判決で証
明されたように，カナダの裁判所は，衡平法に基
づく広い権限を有しており，知的財産権を実現し，
実際的かつ実効的な結果をもたらすため，その権
限を積極的に行使している。その例として，適応
裁判所の管轄下で不正を働いていない第三者に対
しても，世界各国に実効性をもつ命令の発令権が
挙げられる。このように広範囲にわたる実効的か
つ実際的な救済法がカナダの裁判所を通して獲得
できることから，知的財産権の実施戦略にとって
重要な国だと言える。

したがって，侵害がカナダの組織や居住者によ
るものである場合，カナダ国内で起こっている場
合，もしくは事件に介入し侵害を防止することが
できる第三者（不正を働いていない第三者を含む）
がカナダに存在する場合，知的財産権所有者はカ
ナダの裁判所に対する申立てを検討することが薦
められる。
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